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「三峰山・秩父帯～四万十帯」
ＤＳＣ24

　三峯神社への三峰観
光道路から西方を眺め
てみると、秩父往還の
古道があり栃本の集落
が見られます。
　中津川の谷沿いには
秩父帯と四万十帯の境
の白泰断層が走ってい
ます。

　白泰の尾根が杉や檜の植林が進んでいるのに比べ、中
津川流域は楓などの落葉樹が残っており、秋には山の色
が際立って違う光景が見られます。
　三峯神社やビジターセンターのある尾根は、比較的なだ
らかな四万十帯ですが、妙法ヶ岳や霧藻ヶ峯などの切り
立った頂上付近には、秩父帯のチャートなどが見られます。
１秩父まるごとジオパーク推進協議会事務局（観光課内）
　☎２５－５２０９　２７－２６２７
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　秩父市社会福祉協議会では歳末たすけあい募金をもと
に、支援を必要とする世帯等に配分をします。
１歳末たすけあい援護金
対　象　次をすべて満たす世帯
①生活困窮状態が著しいこと
②世帯構成者全員が平成26年度市県民税非課税であること
③秩父市内に１年以上居住していること
※ 生活保護世帯、施設・病院等に入所（入院）している方
は対象外です。

配分金額　１世帯１０，０００円
申込期限　平成27年２月25日㈬まで
２ひとり親世帯小・中学校新入学支度金
対　象　次をすべて満たす世帯
① 市内在住で、ひとり親世帯（祖父母との同居を除く）か、
父母のない子を扶養している世帯で子が、平成27年４月
に小中学校に入学予定であること

②市県民税非課税世帯であること
③生活保護受給中でないこと
配分金額　小学校１人２０，０００円
　　　　　中学校１人２５，０００円
３施設配分
対　象　秩父市内の障害者通所・入所施設で12月から３月

までに行う事業（利用者10人以上）
配分金額　３０，０００円以内
申込期限　第１回締切　12月25日㈭
　　　　　第２回締切　平成27年１月30日㈮
４地域福祉サービス事業配分
対　象　次をすべて満たす団体
① 平成26年４月以前にボランティア活動を始め、市内の地
域、施設で活動をする団体で、会員３人以上で構成され
ていること

②自治体、社協などからの補助金が10万円以内であること
配分金額　一団体３０，０００円
申込期限　平成27年１月30日㈮
５東日本大震災見舞金配分
対　象　次のすべてを満たす世帯
① 東日本大震災による被災証明・り災証明を受けていること
② 12月１日現在、市内に在住し、申請後１か月以上居住す
る見込みであること

配分金額　１世帯１０，０００円
申込期限　平成27年１月30日㈮
申込方法
・１、２は申請書等を本会各事務所または居住地区の民生
委員に提出

・３、４、５は申請書および必要書類を本会各事務所に提出
１秩父市社会福祉協議会各事務所
　秩父☎２２－１５１４　吉田☎７７－１１７７
　大滝☎５５－０８４７　荒川☎５４－２９６８
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歳末たすけあい募金を配分

防災行政無線放送の内容を電話で確認できます。放送が聞きづらい場合はお問い合わせください。
防災無線ダイヤル カクニンくん☎２６－１１３４（通話料金がかかります。）


